
練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

水色⇒新設

黄色または赤字⇒変更

通所型サービス（A7）介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
①利用定員が19名以上である場合
・1単位10.90円

【月額報酬】通所型サービスⅠ・Ⅱ　介護職員等処遇改善加算　①利用定員19名以上

種類 項目 給付率

A7 1070 90%

A7 1071 80%

A7 1413 70%

A7 1072 90%

A7 1073 80%

A7 1414 70%

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】通所型サービスⅢ・Ⅳ　介護職員等処遇改善加算　①利用定員19名以上

※（週１回程度）：１月の中で全部で４回まで算定可能
　（週２回程度）：１月の中で全部で８回まで算定可能

種類 項目 給付率

A7 1231 90%

A7 1232 80%

A7 1233 70%

A7 1234 90%

A7 1235 80%

A7 1236 70%

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

（区）通所型サービスⅢ　処遇改善加算Ⅰイ１

⑴介護職員等処遇改善加算
（Ⅰ）イ

（週１回程度） 423単位の

111/1000
加算

1回に
つき

47

（区）通所型サービスⅣ　処遇改善加算Ⅰイ１ （週２回程度） 434単位の 48

1,744単位の

111/1000
加算

194

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ　処遇改善加算Ⅰイ１ （週２回程度） 3,512単位の 390

（区）通所型サービスⅠ　処遇改善加算Ⅰイ１

⑴介護職員等処遇改善加算
（Ⅰ）イ

（週１回程度）

1



練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

水色⇒新設

黄色または赤字⇒変更

通所型サービス（A7）介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
①利用定員が19名以上である場合
・1単位10.90円

【月額報酬】通所型サービスⅠ・Ⅱ　介護職員等処遇改善加算　①利用定員19名以上

種類 項目 給付率

A7 2421 90%

A7 2422 80%

A7 2423 70%

A7 2424 90%

A7 2425 80%

A7 2426 70%

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】通所型サービスⅢ・Ⅳ　介護職員等処遇改善加算　①利用定員19名以上

※（週１回程度）：１月の中で全部で４回まで算定可能
　（週２回程度）：１月の中で全部で８回まで算定可能

種類 項目 給付率

A7 2427 90%

A7 2428 80%

A7 2429 70%

A7 2430 90%

A7 2431 80%

A7 2432 70%

サービス内容略称 算定項目
合　成
単位数

算定
単位

51

1回に
つき

（区）通所型サービスⅣ　処遇改善加算Ⅰロ１ （週２回程度） 3,512単位の 52

（区）通所型サービスⅢ　処遇改善加算Ⅰロ１

⑵介護職員等処遇改善加算
（Ⅰ）ロ

（週１回程度） 1,744単位の

120/1000
加算

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

サービスコード

209
1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ　処遇改善加算Ⅰロ１ （週２回程度） 3,512単位の 421

（区）通所型サービスⅠ　処遇改善加算Ⅰロ１

⑵介護職員等処遇改善加算
（Ⅰ）ロ

（週１回程度） 1,744単位の

120/1000
加算

2



練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

水色⇒新設

黄色または赤字⇒変更

通所型サービス（A7）介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
①利用定員が19名以上である場合
・1単位10.90円

【月額報酬】通所型サービスⅠ・Ⅱ　介護職員等処遇改善加算　①利用定員19名以上

種類 項目 給付率

A7 1080 90%

A7 1081 80%

A7 1082 70%

A7 1083 90%

A7 1084 80%

A7 1085 70%

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】通所型サービスⅢ・Ⅳ　介護職員等処遇改善加算　①利用定員19名以上

※（週１回程度）：１月の中で全部で４回まで算定可能
　（週２回程度）：１月の中で全部で８回まで算定可能

種類 項目 給付率

A7 1237 90%

A7 1238 80%

A7 1239 70%

A7 1290 90%

A7 1291 80%

A7 1292 70%

算定項目
合　成
単位数

算定
単位

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

190

サービスコード
サービス内容略称

46

（区）通所型サービスⅣ　処遇改善加算Ⅱイ１ （週２回程度） 434単位の 47

（区）通所型サービスⅢ　処遇改善加算Ⅱイ１

⑶介護職員等処遇改善加算
（Ⅱ）イ

（週１回程度） 423単位の

109/1000
加算

1回に
つき

1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ　処遇改善加算Ⅱイ１ （週２回程度） 3,512単位の 383

（区）通所型サービスⅠ　処遇改善加算Ⅱイ１

⑶介護職員等処遇改善加算
（Ⅱ）イ

（週１回程度） 1,744単位の

109/1000
加算

3



練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

水色⇒新設

黄色または赤字⇒変更

通所型サービス（A7）介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
①利用定員が19名以上である場合
・1単位10.90円

【月額報酬】通所型サービスⅠ・Ⅱ　介護職員等処遇改善加算　①利用定員19名以上

種類 項目 給付率

A7 2433 90%

A7 2434 80%

A7 2435 70%

A7 2436 90%

A7 2437 80%

A7 2438 70%

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】通所型サービスⅢ・Ⅳ　介護職員等処遇改善加算　①利用定員19名以上

※（週１回程度）：１月の中で全部で４回まで算定可能
　（週２回程度）：１月の中で全部で８回まで算定可能

種類 項目 給付率

A7 2439 90%

A7 2440 80%

A7 2441 70%

A7 2442 90%

A7 2443 80%

A7 2444 70%

サービス内容略称 算定項目
合　成
単位数

（区）通所型サービスⅣ　処遇改善加算Ⅱロ１ （週２回程度） 434単位の 51

（区）通所型サービスⅢ　処遇改善加算Ⅱロ１

⑷介護職員等処遇改善加算
（Ⅱ）ロ

（週１回程度） 423単位の

サービスコード

206
1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ　処遇改善加算Ⅱロ１ （週２回程度） 3,512単位の 414

（区）通所型サービスⅠ　処遇改善加算Ⅱロ１

⑷介護職員等処遇改善加算
（Ⅱ）ロ

（週１回程度） 1,744単位の

118/1000
加算

算定
単位

118/1000
加算

50

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

1回に
つき
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練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

水色⇒新設

黄色または赤字⇒変更

通所型サービス（A7）介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
①利用定員が19名以上である場合
・1単位10.90円

【月額報酬】通所型サービスⅠ・Ⅱ　介護職員等処遇改善加算　①利用定員19名以上

種類 項目 給付率

A7 1086 90%

A7 1087 80%

A7 1088 70%

A7 1089 90%

A7 1090 80%

A7 1091 70%

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】通所型サービスⅢ・Ⅳ　介護職員等処遇改善加算　①利用定員19名以上

※（週１回程度）：１月の中で全部で４回まで算定可能
　（週２回程度）：１月の中で全部で８回まで算定可能

種類 項目 給付率

A7 1243 90%

A7 1244 80%

A7 1245 70%

A7 1246 90%

A7 1247 80%

A7 1248 70%

（区）通所型サービスⅣ　処遇改善加算Ⅲ１ （週２回程度） 434単位の 43

（区）通所型サービスⅢ　処遇改善加算Ⅲ１

⑸介護職員等処遇改善加算
（Ⅲ）

（週１回程度） 423単位の

99/1000
加算

42

173
1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ　処遇改善加算Ⅲ１ （週２回程度） 3,512単位の 348

サービスコード

サービス内容略称 算定項目
合　成
単位数

算定
単位

（区）通所型サービスⅠ　処遇改善加算Ⅲ１

⑸介護職員等処遇改善加算
（Ⅲ）

（週１回程度） 1,744単位の

99/1000
加算

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

1回に
つき

5



練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

水色⇒新設

黄色または赤字⇒変更

通所型サービス（A7）介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
①利用定員が19名以上である場合
・1単位10.90円

【月額報酬】通所型サービスⅠ・Ⅱ　介護職員等処遇改善加算　①利用定員19名以上

種類 項目 給付率

A7 1301 90%

A7 1302 80%

A7 1303 70%

A7 1304 90%

A7 1305 80%

A7 1306 70%

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】通所型サービスⅢ・Ⅳ　介護職員等処遇改善加算　①利用定員19名以上

※（週１回程度）：１月の中で全部で４回まで算定可能
　（週２回程度）：１月の中で全部で８回まで算定可能

種類 項目 給付率

A7 2331 90%

A7 2332 80%

A7 2333 70%

A7 2334 90%

A7 2335 80%

A7 2336 70%

1回に
つき

（区）通所型サービスⅣ　処遇改善加算Ⅳ１ （週２回程度） 434単位の 36

（区）通所型サービスⅢ　処遇改善加算Ⅳ１

⑹介護職員等処遇改善加算
（Ⅳ）

（週１回程度） 423単位の

83/1000
加算

35

1月に
つき

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

（区）通所型サービスⅡ　処遇改善加算Ⅳ１ （週２回程度） 3,512単位の 291

（区）通所型サービスⅠ　処遇改善加算Ⅳ１

⑹介護職員等処遇改善加算
（Ⅳ）

（週１回程度） 1,744単位の

83/1000
加算

145

サービスコード

サービス内容略称 算定項目
合　成
単位数

算定
単位

6



練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

水色⇒新設

通所型サービス（A7）介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
②利用定員が19名未満である場合
・1単位10.90円

【月額報酬】通所型サービスⅠ・Ⅱ　介護職員等処遇改善加算　②利用定員19名未満

種類 項目 給付率

A7 2445 90%

A7 2446 80%

A7 2447 70%

A7 2448 90%

A7 2449 80%

A7 2450 70%

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】通所型サービスⅢ・Ⅳ　介護職員等処遇改善加算　②利用定員19名未満

※（週１回程度）：１月の中で全部で４回まで算定可能

　（週２回程度）：１月の中で全部で８回まで算定可能

種類 項目 給付率

A7 2451 90%

A7 2452 80%

A7 2453 70%

A7 2454 90%

A7 2455 80%

A7 2456 70%

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ　処遇改善加算Ⅰイ２

（区）通所型サービスⅠ　処遇改善加算Ⅰイ２

49
1回に
つき

（区）通所型サービスⅣ　処遇改善加算Ⅰイ２ （週２回程度） 434単位の 51

（区）通所型サービスⅢ　処遇改善加算Ⅰイ２

⑴介護職員等処遇改善加算
（Ⅰ）イ

（週２回程度） 3,512単位の 411

⑴介護職員等処遇改善加算
（Ⅰ）イ

（週１回程度） 1,744単位の

117/1000
加算

204

（週１回程度） 423単位の
117/1000
加算
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練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

水色⇒新設

通所型サービス（A7）介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
②利用定員が19名未満である場合
・1単位10.90円

【月額報酬】通所型サービスⅠ・Ⅱ　介護職員等処遇改善加算　②利用定員19名未満

種類 項目 給付率

A7 2457 90%

A7 2458 80%

A7 2459 70%

A7 2460 90%

A7 2461 80%

A7 2462 70%

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】通所型サービスⅢ・Ⅳ　介護職員等処遇改善加算　②利用定員19名未満

※（週１回程度）：１月の中で全部で４回まで算定可能

　（週２回程度）：１月の中で全部で８回まで算定可能

種類 項目 給付率

A7 2463 90%

A7 2464 80%

A7 2465 70%

A7 2466 90%

A7 2467 80%

A7 2468 70%

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

221
1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ　処遇改善加算Ⅰロ２ （週２回程度） 3,512単位の 446

（区）通所型サービスⅠ　処遇改善加算Ⅰロ２

⑵介護職員等処遇改善加算
（Ⅰ）ロ

（週１回程度） 1,744単位の

127/1000
加算

54
1回に
つき

（区）通所型サービスⅣ　処遇改善加算Ⅰロ２ （週２回程度） 434単位の 55

（区）通所型サービスⅢ　処遇改善加算Ⅰロ２

⑵介護職員等処遇改善加算
（Ⅰ）ロ

（週１回程度） 423単位の
127/1000
加算

8



練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

水色⇒新設

通所型サービス（A7）介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
②利用定員が19名未満である場合
・1単位10.90円

【月額報酬】通所型サービスⅠ・Ⅱ　介護職員等処遇改善加算　②利用定員19名未満

種類 項目 給付率

A7 2469 90%

A7 2470 80%

A7 2471 70%

A7 2472 90%

A7 2473 80%

A7 2474 70%

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】通所型サービスⅢ・Ⅳ　介護職員等処遇改善加算　②利用定員19名未満
※（週１回程度）：１月の中で全部で４回まで算定可能

　（週２回程度）：１月の中で全部で８回まで算定可能

種類 項目 給付率

A7 2475 90%

A7 2476 80%

A7 2477 70%

A7 2478 90%

A7 2479 80%

A7 2480 70%

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

201
1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ　処遇改善加算Ⅱイ２ （週２回程度） 3,512単位の 404

（区）通所型サービスⅠ　処遇改善加算Ⅱイ２

⑶介護職員等処遇改善加算
（Ⅱ）イ

（週１回程度） 1,744単位の

115/1000
加算

423単位の

115/1000
加算

49
1回に
つき

（区）通所型サービスⅣ　処遇改善加算Ⅱイ２ （週２回程度） 434単位の 50

（区）通所型サービスⅢ　処遇改善加算Ⅱイ２

⑶介護職員等処遇改善加算
（Ⅱ）イ

（週１回程度）

9



練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

水色⇒新設

通所型サービス（A7）介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
②利用定員が19名未満である場合
・1単位10.90円

【月額報酬】通所型サービスⅠ・Ⅱ　介護職員等処遇改善加算　②利用定員19名未満

種類 項目 給付率

A7 2481 90%

A7 2482 80%

A7 2483 70%

A7 2484 90%

A7 2485 80%

A7 2486 70%

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】通所型サービスⅢ・Ⅳ　介護職員等処遇改善加算　②利用定員19名未満
※（週１回程度）：１月の中で全部で４回まで算定可能

　（週２回程度）：１月の中で全部で８回まで算定可能

種類 項目 給付率

A7 2487 90%

A7 2488 80%

A7 2489 70%

A7 2490 90%

A7 2491 80%

A7 2492 70%

算定
単位

（区）通所型サービスⅢ　処遇改善加算Ⅱロ２

⑷介護職員等処遇改善加算
（Ⅱ）ロ

（週１回程度） 423単位の

125/1000
加算

53
1回に
つき

（区）通所型サービスⅣ　処遇改善加算Ⅱロ２ （週２回程度） 434単位の 54

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

（区）通所型サービスⅠ　処遇改善加算Ⅱロ２

⑷介護職員等処遇改善加算
（Ⅱ）ロ

（週１回程度） 1,744単位の

125/1000
加算

218
1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ　処遇改善加算Ⅱロ２ （週２回程度） 3,512単位の 439

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数
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練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

水色⇒新設

通所型サービス（A7）介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
②利用定員が19名未満である場合
・1単位10.90円

【月額報酬】通所型サービスⅠ・Ⅱ　介護職員等処遇改善加算　②利用定員19名未満

種類 項目 給付率

A7 2493 90%

A7 2494 80%

A7 2495 70%

A7 2496 90%

A7 2497 80%

A7 2498 70%

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】通所型サービスⅢ・Ⅳ　介護職員等処遇改善加算　②利用定員19名未満
※（週１回程度）：１月の中で全部で４回まで算定可能

　（週２回程度）：１月の中で全部で８回まで算定可能

種類 項目 給付率

A7 2499 90%

A7 2500 80%

A7 2501 70%

A7 2502 90%

A7 2503 80%

A7 2504 70%

1回に
つき

（区）通所型サービスⅣ　処遇改善加算Ⅲ２

算定
単位

183
1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ　処遇改善加算Ⅲ２ （週２回程度） 3,512単位の 369

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

（区）通所型サービスⅠ　処遇改善加算Ⅲ２

⑸介護職員等処遇改善加算
（Ⅲ）

（週１回程度） 1,744単位の

105/1000
加算

（週２回程度） 434単位の 46

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

（区）通所型サービスⅢ　処遇改善加算Ⅲ２ （週１回程度） 423単位の 44
⑸介護職員等処遇改善加算

（Ⅲ）
105/1000
加算
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練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

水色⇒新設

通所型サービス（A7）介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
②利用定員が19名未満である場合
・1単位10.90円

【月額報酬】通所型サービスⅠ・Ⅱ　介護職員等処遇改善加算　②利用定員19名未満

種類 項目 給付率

A7 2505 90%

A7 2506 80%

A7 2507 70%

A7 2508 90%

A7 2509 80%

A7 2510 70%

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】通所型サービスⅢ・Ⅳ　介護職員等処遇改善加算　②利用定員19名未満
※（週１回程度）：１月の中で全部で４回まで算定可能

　（週２回程度）：１月の中で全部で８回まで算定可能

種類 項目 給付率

A7 2511 90%

A7 2512 80%

A7 2513 70%

A7 2514 90%

A7 2515 80%

A7 2516 70%

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

（区）通所型サービスⅠ　処遇改善加算Ⅳ２

⑹介護職員等処遇改善加算
（Ⅳ）

（週１回程度） 1,744単位の

89/1000
加算

155
1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ　処遇改善加算Ⅳ２ （週２回程度）

算定
単位

423単位の

89/1000
加算

38
1回に
つき

（区）通所型サービスⅣ　処遇改善加算Ⅳ２ （週２回程度） 434単位の 39

3,512単位の 313

（区）通所型サービスⅢ　処遇改善加算Ⅳ２

⑹介護職員等処遇改善加算
（Ⅳ）

（週１回程度）
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練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

【月額報酬】通所型サービスⅠ・Ⅱ（１週当たりの標準的な回数を定める場合・１月につき）

種類 項目 給付率

A7 1001 90%

A7 1002 80%

A7 1003 70%

A7 1010 90%

A7 1011 80%

A7 1012 70%

通所型サービス　減算（送迎減算）　※月途中の事由による回数コードを適用する場合も下記コードを使用します。

種類 項目 給付率

A7 1240 90%

A7 1241 80%

A7 1242 70%

A7 1210 90%

A7 1211 80%

A7 1212 70%

片道に
つき

（区）通所型サービス　送迎減算Ⅱ
（週２回程度）
※1月につき752単位を限度とする
（16回まで）

47 単位減算 -47

（区）通所型サービス　送迎減算Ⅰ

事業所が送迎を行わない場合

（週１回程度）
※1月につき376単位を限度とする
（8回まで）

47 単位減算 -47

　　　　　　　　　　　　　　　【月額報酬】通所型サービスⅠ・Ⅱ
・１単位10.90円
・「事業所と同一建物の利用者または同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合」「サービス提供体制強化加算」および「介
護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
・「同一建物減算」を適用する場合は、「送迎減算」は適用しない。

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

3,512

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

（区）通所型サービスⅠ （週１回程度） 1,744 単位 1,744

1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ （週２回程度） 3,512 単位
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練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

【月額報酬】減算（高齢者虐待防止措置未実施減算）　通所型サービスⅠ・Ⅱ

種類 項目 給付率

A7 1213 90%

A7 1214 80%

A7 1215 70%

A7 1216 90%

A7 1217 80%

A7 1218 70%

【月額報酬】減算（業務継続計画未策定減算）　通所型サービスⅠ・Ⅱ

種類 項目 給付率

A7 1261 90%

A7 1262 80%

A7 1263 70%

A7 1264 90%

A7 1265 80%

A7 1266 70%

【月額報酬】減算（同一建物減算）　通所型サービスⅠ・Ⅱ

種類 項目 給付率

A7 1007 90%

A7 1008 80%

A7 1009 70%

A7 1016 90%

A7 1017 80%

A7 1018 70%

-376

1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ　同一建物減算 （週２回程度） 752 単位減算 -752

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

（区）通所型サービスⅠ　同一建物減算
事業所と同一建物に居住する
者または同一建物から利用す
る者に区独自基準型通所サー
ビスを行う場合

（週１回程度） 376 単位減算

-18
1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ　業務継続計画未策定減算 （週２回程度） 36 単位減算 -36

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

（区）通所型サービスⅠ　業務継続計画未策定減算

業務継続計画未策定減算

（週１回程度） 18 単位減算

-18

1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ　高齢者虐待防止未実施減算 （週２回程度） 36 単位減算 -36

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

（区）通所型サービスⅠ　高齢者虐待防止未実施減算

高齢者虐待防止措置未実施
減算

（週１回程度） 18 単位減算
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練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

種類 項目 給付率

A7 1033 90%

A7 1034 80%

A7 1035 70%

A7 1030 90%

A7 1031 80%

A7 1032 70%

A7 1453 90%

A7 1454 単位加算 80%

A7 1415 　 70%

A7 1039 90%

A7 1040 80%

A7 1041 70%

A7 1042 90%

A7 1043 80%

A7 1044 70%

A7 1416 90%

A7 1417 80%

A7 1418 70%

A7 1207 90%

A7 1208 80%

A7 1209 70%

480 単位加算 480

（区）通所型サービス口腔機能向上加算Ⅰ

　口腔機能向上加算

(1)　口腔機能向上加算(Ⅰ) 150 単位加算 150

（区）通所型サービス口腔機能向上加算Ⅱ (2)　口腔機能向上加算(Ⅱ) 160 単位加算

（区）通所型サービス生活向上グループ活動加算 　生活機能向上グループ活動加算 100 単位加算 100

1月に
つき

（区）通所型サービス若年性認知症受入加算 　若年性認知症利用者受入加算 240 単位加算 240

（区）通所型サービス栄養アセスメント加算 　栄養アセスメント加算 50 50

（区）通所型サービス栄養改善加算   栄養改善加算 200 単位加算 200

160

（区）通所型一体的サービス提供加算Ⅰ１ 　一体的サービス提供加算
栄養改善サービスおよび口
腔機能向上サービスをいず
れも実施した場合

通所型サービス　加算①

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位
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練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

種類 項目 給付率
A7 1419 90%

A7 1420 80%

A7 1421 70%

A7 1422 90%

A7 1423 80%

A7 1424 70%

A7 1401 90%

A7 1402 80%

A7 1426 70%

A7 1403 90%

A7 1404 80%

A7 1427 70%

A7 1409 90%

A7 1410 80%

A7 1430 70%

A7 1411 90%

A7 1412 80%

A7 1431 70%

A7 1441 90%

A7 1442 80%

A7 1443 70%

A7 1432 90%

A7 1433 80%

A7 1434 70%

A7 6111 90%

A7 6112 80%

A7 6113 70%

A7 1438 90%

A7 1439 80%

A7 1440 70%

A7 6114 90%

A7 6115 80%

A7 6116 70%

(区)通所型サービス科学的介護推進体制加算 　科学的介護推進体制加算 40 単位加算 40

（区）通所型サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ
　口腔栄養スクリーニング加算

Ⅱ

(２）口腔・栄養スクリーニング
加算（Ⅱ） 5 単位加算 5
（※　6月に１回を限度）

(区)通所型サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ
　口腔栄養スクリーニング加算

Ⅰ

(1）口腔・栄養スクリーニング加
算（Ⅰ） 20 単位加算 20
（※　6月に１回を限度）

（区）通所型サービス生活機能向上連携加算Ⅱ 　生活機能向上連携加算（Ⅱ）
（2）生活機能向上連携加算
（Ⅱ） 200 単位加算 200
（※　3月に1回を限度）

　サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）

通所型サービスⅠ 88 単位加算 88

48

（区）通所型サービス生活機能向上連携加算Ⅰ 　生活機能向上連携加算（Ⅰ）
（1）生活機能向上連携加算
（Ⅰ） 100 単位加算 100
（※　3月に1回を限度）

（区）通所型サービスⅠ提供体制加算Ⅲ１

　サービス提供体制強化加算
（Ⅲ）

通所型サービスⅠ 24 単位加算 24

（区）通所型サービスⅡ提供体制加算Ⅲ２ 通所型サービスⅡ 48 単位加算

通所型サービス　加算②
サービスコード サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

単位加算 72

（区）通所型サービスⅡ提供体制加算Ⅱ２ 通所型サービスⅡ 144 単位加算 144

1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ提供体制加算Ⅰ２ 通所型サービスⅡ 176 単位加算 176

（区）通所型サービスⅠ提供体制加算Ⅱ１

　サービス提供体制強化加算
（Ⅱ）

通所型サービスⅠ 72

（区）通所型サービスⅠ提供体制加算Ⅰ１
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練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

【月額報酬】減算（定員超過の場合）　通所型サービスⅠ・Ⅱ

種類 項目 給付率

A7 1110 90%

A7 1111 80%

A7 1112 70%

A7 1113 90%

A7 1114 80%

A7 1115 70%

【月額報酬】減算（看護・介護職員が欠員の場合）　通所型サービスⅠ・Ⅱ
サービスコード

種類 項目 給付率

A7 1116 90%

A7 1117 80%

A7 1118 70%

A7 1119 90%

A7 1120 80%

A7 1121 70%

1月に
つき

（区）通所型サービスⅡ・定超 （週２回程度） 3,512単位 2,458

（区）通所型サービスⅡ・人欠 （週２回程度） 3,512単位 2,458

サービス内容略称 算定項目
合成

単位数
合成

単位数

（区）通所型サービスⅠ・人欠 （週１回程度） 1,744単位

×70％

1,221

1月に
つき

（週１回程度） 1,744単位

×70％

1,221（区）通所型サービスⅠ・定超

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合成
単位数

算定
単位
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練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

通所型サービスⅢ・Ⅳ

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】※月の途中に対象の事由が生じた場合、当該月に限って適用

種類 項目 給付率

A7 2110 90%

A7 2210 80%

A7 2310 70%

A7 2120 90%

A7 2220 80%

A7 2320 70%

通所型サービスⅢ・Ⅳ

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】　※月の途中に対象の事由が生じた場合、当該月に限って適用
減算（虐待防止措置未実施減算）　通所型サービスⅢ・Ⅳ　令和７年４月～

種類 項目 給付率

A7 1267 90%

A7 1268 80%

A7 1269 70%

A7 1270 90%

A7 1271 80%

A7 1272 70%

1回に
つき

（区）通所型サービスⅣ　高齢者虐待防止未実施減算 （週２回程度） 4 単位減算 -4

（区）通所型サービスⅢ　高齢者虐待防止未実施減算

高齢者虐待防止措置未実施
減算

（週１回程度） 4 単位減算 -4

434

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

（区）通所型サービスⅢ
（週１回程度）
※１月の中で全部で４回まで算定可能

423 単位 423

１回に
つき

（区）通所型サービスⅣ
（週２回程度）
※１月の中で全部で８回まで算定可能

434 単位

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位
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練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】　※月の途中に対象の事由が生じた場合、当該月に限って適用
減算（業務継続計画未策定減算）　通所型サービスⅢ・Ⅳ

種類 項目 給付率

A7 1273 90%

A7 1274 80%

A7 1275 70%

A7 1276 90%

A7 1277 80%

A7 1278 70%

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】　※月の途中に対象の事由が生じた場合、当該月に限って適用
減算（同一建物減算）　通所型サービスⅢ・Ⅳ

種類 項目 給付率

A7 1219 90%

A7 1220 80%

A7 1221 70%

A7 1222 90%

A7 1223 80%

A7 1224 70%

１回に
つき

（区）通所型サービスⅣ　同一建物減算 （週２回程度） 94 単位減算 -94

（区）通所型サービスⅢ　同一建物減算 事業所と同一建物に居住する
者または同一建物から利用す
る者に区独自基準型通所サー
ビスを行う場合

（週１回程度） 94 単位減算 -94

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位

１回に
つき

（区）通所型サービスⅣ　業務継続計画未策定減算 （週２回程度） 4 単位減算 -4

（区）通所型サービスⅢ　業務継続計画未策定減算

業務継続計画未策定減算

（週１回程度） 4 単位減算 -4

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

算定
単位
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練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】　※月の途中に対象の事由が生じた場合、当該月に限って適用
定員超過の場合　通所型サービスⅢ・Ⅳ
サービスコード

種類 項目 給付率

A7 2111 90%

A7 2211 80%

A7 2311 70%

A7 2121 90%

A7 2221 80%

A7 2321 70%

【月途中の事由による回数コードを適用する場合】
看護・介護職員が欠員の場合　通所型サービスⅢ・Ⅳ
サービスコード

種類 項目 給付率

A7 1255 90%

A7 1256 80%

A7 1257 70%

A7 1258 90%

A7 1259 80%

A7 1260 70%

（区）通所型サービスⅣ・人欠 （週２回程度） 434単位の 304

サービス内容略称 算定項目
合成

単位数
合成

単位数

（区）通所型サービスⅢ・人欠 （週１回程度） 423単位の

×70％

296
１回に
つき

1回に
つき

（区）通所型サービスⅣ・定超 （週２回程度） 434単位の 304

サービス内容略称 算定項目
合成

単位数
合成

単位数

（区）通所型サービスⅢ・定超 （週１回程度） 423単位の

×70％

296
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練馬区総合事業サービスコード
令和８年６月～

練馬区通所サービス（A7）
事業対象者・要支援１・要支援２

令和８年６月

灰色⇒廃止

種類 項目 給付率

A7 1060 （区）通所型サービス軽度化加算 25
A7 1063 （区）通所型サービス自立化加算 50　通所型サービス自立化加算

［サービスコードの廃止］(区)通所型サービス軽度化加算・自立化加算　（※請求方法は区のホームぺージをご覧ください）

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合　成
単位数

　通所型サービス軽度化加算
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